
 

千葉市では、今後の職員の定員管理に関する計画を示した「千葉市定員適正化計画（令和

７年４月１日～令和１０年４月１日）」を策定しましたので、お知らせします。 

 

１ 策定の趣旨  

本市では、これまで効率的な行政運営を目的に、累次にわたり、定員管理に関する計画

を策定し、定員の適正化を進めてきたところです。 

今後も限られた行政資源により各種施策を着実に展開していくためには、引き続き既存

の定員を新たな行政需要が発生する分野等に再配置することを基本とした上で、計画的に

職員数を管理していく必要があることから、新たな定員適正化計画を策定したものです。 

 

２ 計画の概要 

（１）計画期間 

令和７年４月１日から令和１０年４月１日（３年間） 

（２）対象職員 

法令等により配置基準が定められている職員（保育所・認定こども園、消防、病院、

学校）を除く全職員を対象とする。 

＜対象職員数（令和７年４月１日現在）＞ 

総職員数（Ａ）   １２，４９９．５人 

対象外職員数（Ｂ）  ７，８３２．５人 

  対象職員数（Ａ－Ｂ）   ４，６６７人  

（３）職員数 

 配置基準職場の充実強化、法改正や社会情勢の変化等に的確に対応するための体制確

保、職員の働き方向上等の考え方に基づき、令和７年４月の計画内職員数を基準に、  

３年間で８０人程度の増員を行う。 
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